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平成２４年度決算の概要 

○ 歳入…市税が２年ぶりの減少  歳出…義務的経費が過去最高額

歳入面では、固定資産税や都市計画税、環境未来税の減収等により市税収入

が前年度から４３億円減少した。なお、市税収入率は昨年度に引き続き向上した。 

一方、歳出面では、人件費は前年度に引き続き減少したものの、扶助費や公債

費の増加により義務的経費は過去最高額となった。また、投資的経費は前年度と

同水準を確保した。 

○ ３年ぶりに財源調整用基金の取り崩しを行い、基金残高は４９億円減少 

平成２４年度は、歳入面では、法人市民税や環境未来税の減収等により市税

収入が当初予算を２１億円下回った。また、歳出面においても、年度途中に障害

福祉サービス費など追加の財政需要が生じたことなどにより、前年度よりも収支

ギャップが拡大し、３年ぶりに財源調整用基金の取り崩しを行った。 

これに伴い、平成２４年度末における基金残高は前年度の２９２億円から４９億

円減少し、２４３億円となった。 

○ 市債残高 … 臨時財政対策債を除く市債残高は減少 

地方交付税の振り替えである臨時財政対策債を除く市債残高は、７，７２８億円 

となり、前年度に比べ３億円の減少となった。なお、臨時財政対策債を含めた市債 

残高は、９，７０３億円となり、前年度に比べ２４３億円の増加となった。 

○ 病院事業会計 平成６年度以来１８年ぶりに損益収支が黒字に転換 

病院事業会計において、経営改善策の取組み等により、平成６年度以来１８年

ぶりに、損益収支が１１億円超の黒字に転換するとともに、単年度実質収支は３年

連続の黒字となった。 
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１ 一般会計 

（１） 概 要 

 ① 歳入規模は２年ぶり、歳出規模は３年ぶりの増 

平成２４年度一般会計決算は、歳入決算額５，２６８億２７百万円、歳出決算額５，２３７

億８５百万円で、いずれも前年度より増加した。 

<一般会計の決算規模の推移>
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 ② 実質収支は４６年連続の黒字 

    実質収支は１３億８百万円で、昭和４２年度以来４６年連続の黒字となった。 

（単位：百万円）

区     分 ２４年度 ２３年度 増減額 増減率 

歳入決算額（A） 526,827 522,999 3,828  0.7%

歳出決算額（B） 523,785 518,602 5,183  1.0%

形式収支（C=A-B） 3,042 4,397 △ 1,355 △ 30.8%

繰り越すべき財源（D） 1,734 2,609 △ 875 △ 33.5%

実質収支（E=C-D） 1,308 1,788  △ 480 △ 26.9%
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（２） 歳入の主な特徴 

① 市税収入 … ２年ぶりの減少

市税全体では、固定資産税や都市計画税、環境未来税の減収等により、１，５５５億

２１百万円と対前年度比４２億７１百万円(△２．７％)の減少となった。 

・ 個人市民税は、年少扶養控除の廃止等税制改正の影響などにより、４５６億６百万

円と対前年度１７億４８百万円（＋４．０％）の増となった。 

・ 法人市民税は、納税義務者の増加等に伴う法人税割の増により、１２６億３１百万

円と対前年度２億３６百万円（＋１．９％）の増となった。 

・ 固定資産税は、土地、家屋に係る分が、地価の下落や評価替えにより減少したこと

などにより、６９０億２百万円と対前年度４８億１４百万円（△６．５％）の減となった。 

都市計画税についても、同様の理由により、１１６億５７百万円と対前年度７億２２百

万円（△５．８％）の減となった。 

・ 環境未来税は、産業廃棄物のリサイクルの増加等により搬入量が減少したことによ

り７億７６百万円と対前年度５億７５百万円（△４２．６％）の減となった。 

・ 市税収入率は、９６．５％と前年度に比べ０．３ポイント上昇し、昨年度に引き続き向

上した。 

＜市税の推移＞
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② 地方交付税等 … 前年度と同程度の水準 

地方交付税５９０億４４百万円と臨時財政対策債３０３億１５百万円を合わせた総額

は、８９３億５９百万円で、対前年度９４百万円（△０．１％）の減となった。 

<地方交付税等の推移>
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債
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■臨時財政対策債・・・国の地方交付税への財源不足対策として、平成１３年度に創設さ

れた地方債。その元利償還金相当額については、全額が後年度地方交付税で措置さ

れる。 

③ 市債発行額 

 … 臨時財政対策債を除く発行額は、対前年度５５億円の増    

地方交付税の振り替えである臨時財政対策債を除く市債発行額は、３９２億６１百

万円で、対前年度５４億９５百万円（＋１６．３％）の増となり、歳入全体に占める市債

の割合は、前年度を１．０ポイント上回り７．５％となった。 

なお、臨時財政対策債を含めた市債発行額は、６９５億７６百万円で、対前年度６２

億６１百万円（＋９．９％）の増となり、歳入全体に占める市債の割合は、前年度を１．

１ポイント上回り１３．２％となった。 
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（３） 歳出（性質別）の主な特徴 

① 義務的経費 … 扶助費及び公債費の増加により過去最高額 

人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は２，５２８億９９百万円で、前年度

を１５億５５百万円（＋０．６％）上回り、過去最高額となった。一方、義務的経費比

率については、４８．３％と前年度から０．２ポイント減少した。 

扶助費は、障害福祉サービス費の増加等により、対前年度１２億６７百万円（＋１．

１％）増の１，１８０億５７百万円となり、過去最高額となった。 

また、公債費は、満期一括償還に係る基金積立金の増等により、対前年度１３億

２０百万円（＋２．０％）増の６６１億２８百万円となった。 

一方、人件費は、共済費の減などにより、対前年度１０億３１百万円（△１．５％）

減の６８７億１４百万円となり、人件費比率は、１３．１ポイントと過去最低の水準とな

った。 
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     ■扶助費・・・福祉の法令等に基づいて実施する医療費の援助や各種手当て

の支給、生活保護費、福祉施設の運営などに要する経費 
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② 扶助費及び福祉・医療関係繰出金 

 … 高齢化社会の進展等に伴い、６年連続の増加 

高齢化社会の進展等に伴う扶助費及び福祉・医療関係繰出金は、１，５８６億５８

百万円で、対前年度３８億４３百万円（＋２．５％）の増と６年連続の増加となった。 

〈扶助費及び福祉・医療関係繰出金の推移〉
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■福祉・医療関係繰出金・・・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の各特別会

計への繰出金 

③ 投資的経費 … 前年度と同水準を確保 

投資的経費は７０２億９９百万円で、対前年度３３百万円（＋０．０％）の増と、前年

度と同程度の水準を確保した。投資的経費比率も、前年度とほぼ同率の１３．４％で

あった。 

<投資的経費の推移>
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（４） 財源調整用基金残高 

 … ３年ぶりに取り崩しを行い、基金残高は４９億円減少 

平成２４年度は、歳入面では、法人市民税や環境未来税の減収等により市税収入が

当初予算を２１億円下回った。また、歳出面においても、年度途中に障害福祉サービス費

など追加の財政需要が生じたことなどにより、前年度よりも収支ギャップが拡大し、３年ぶ

りに財源調整用基金の取り崩しを行った。 

これに伴い、平成２４年度末における基金残高は前年度の２９２億円から４９億円減少

し、２４３億円となった。 

※平成２４年度までは決算額、平成２５年度は６月補正後予算額 

（５） 市債残高 … 臨時財政対策債を除く市債残高は減少 

臨時財政対策債を除く市債残高は、７，７２７億５５百万円となり、対前年度３億４２百万

円の減となった。なお、臨時財政対策債を含めた市債残高は、９，７０３億７百万円となり、

対前年度２４３億１４百万円（＋２．６％）の増となった。 

<市債残高の推移>
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２ 特別会計 

○ 実質収支は２３会計中１９会計が黒字 

北九州市の平成２４年度特別会計決算は、歳入決算額５，１１３億９９百万円、歳出決

算額４，９９９億４３百万円で、実質収支は１１３億３百万円の黒字となった。 

２３会計のうち、国民宿舎特別会計、公債償還特別会計、土地取得特別会計及び臨海

部産業用地貸付特別会計が収支ゼロ、前記を除く１９会計で実質収支は黒字となった。 

３ 企業会計 

○ 病院事業 … 平成６年度以来１８年ぶりに損益収支が黒字に転換 

平成２４年度企業会計決算において、損益収支は上水道事業会計、工業用水道事業

会計、病院事業会計の３会計が黒字となり、病院事業会計は、３年連続で単年度実質収

支が黒字となった。 

（１） 上水道事業会計では、減価償却費等が増加したものの、職員給与費が減少したこと

などにより、損益収支の額は、前年度とほぼ同じ１０億８５百万円の黒字となった。 

（２） 工業用水道事業会計では、料金収入が減少したものの、固定資産の売却益などにより

損益収支の額は前年度より１億４０百万円増加し、４億７１百万円の黒字となった。 

（３） 交通事業会計では、前年度と同程度の料金収入を確保したものの、減価償却費の増

加などにより、損益収支の額は５４百万円の赤字となった。また、単年度実質収支は、

経営努力により、１７百万円の黒字を確保した。 

（４） 病院事業会計では、経営改善の取組みによる料金収入の増加や減価償却費の減、

経費の節減などにより、損益収支の額は前年度より１３億８２百万円増加し、平成６年

度以来１８年ぶりに１１億９百万円の黒字に転換した。また、単年度実質収支は１３億９

０百万円の黒字となり、３年連続の黒字となった。 

（５） 下水道事業会計では、使用料収入の減少などにより、損益収支の額は前年度より７１

百万円減少し、５８百万円の赤字となった。 

区　　分 上水道事業 工業用水道 交通事業 病院事業 下水道事業

損益収支 1,085 471 △ 54 1,109 △ 58

単年度実質収支 △ 244 17 17 1,390 △ 31

平成２４年度末資金剰余 5,084 1,500 1,650 2,402 2,797

（単位：百万円）
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４ 平成２４年度における収支改善の取組み 

「北九州市経営プラン」に基づく収支改善効果額は、当初目標の４６億円を達成し

た。 

効果額は一般財源ベース（単位：億円）

効果額 備　　　考

小　計 22

小　計 24

46平成２４年度における収支改善額

・行政評価、棚卸しによる事務事業
　の見直し
・指定管理者制度導入の推進

歳　出
16

区　　　分

歳　入

・ネーミングライツ等広告収入
・西折尾地区等住環境整備事業に
　おける分譲地の早期売払い

貸付金の繰上償還 4
・工業用水道事業会計等への貸付金
　の繰上償還

1

8

・中央卸売市場特別会計等の剰余金
　の活用

12

5

・コムシティ改修事業への社会資本整
　備総合交付金の活用等

･人件費の削減

特別会計の剰余金の活用

事務事業の見直し

広告収入等による収入の確保

国庫補助金の活用

職員数の削減
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５ 健全化判断比率等

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で定められた健全化判断比率等は、

フローとストックの両面から財政の健全性を総合的に判断するものである。 

（１） 実質赤字比率 ・・・  － ％（実質黒字のため、比率なし） 

一般会計等の実質的な赤字額の標準財政規模（自治体が標準的な状態で通常収

入が見込まれる一般財源の規模）に対する割合によって、財政運営の健全性を表す

指標。

      平成２４年度決算において実質黒字であったため、実質赤字比率はない。 

      ■本市に適用される基準   早期健全化基準 １１．２５％ 

                         財政再生基準  ２０．００％ 

一般会計等：一般会計、土地区画整理、土地区画整理清算、公債償還、住宅新築資

金等貸付、土地取得、母子寡婦福祉資金、臨海部産業用地貸付の各特

別会計 

（２） 連結実質赤字比率 ・・・  － ％（実質黒字のため、比率なし） 

企業会計等を含む市全体での実質的な赤字額の標準財政規模に対する割合に 

よって、財政運営の健全性を表す指標。 

      平成２４年度決算において実質黒字であったため、連結実質赤字比率はない。 

      ■本市に適用される基準  早期健全化基準 １６．２５％ 

                        財政再生基準   ３０．００％ 

（３） 実質公債費比率 ・・・ １０．８％ 【H２３：１１．４％】

      地方債償還額及び地方債の償還に準じる歳出額の標準財政規模に対する割合に

よって、財政運営の健全性を表す指標。３ヶ年平均で算出する。（23 年度：H21～H23、

24 年度：H22～H24） 

前年度から０．６ポイント減少したが、これは、地方債元利償還金の減少等によるも

のである。 

      ■本市に適用される基準   地方債協議・許可制移行基準  １８．０％ 

                         早期健全化基準             ２５．０％ 

                         財政再生基準               ３５．０％ 
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（４） 将来負担比率 ・・・ １７０．３％ 【H２３：１６６．９％】 

       一般会計等の地方債残高をはじめとした、将来負担することが見込まれる各種経

費の総額の標準財政規模に対する割合によって、市の将来に向けた財政運営の健

全性を表す指標。 

       前年度から３．４ポイント増加したが、これは、黒崎副都心「文化・交流拠点地区」

整備事業等に係る債務負担行為に基づく支出予定額が増加したことなどによるもの

である。 

      ■本市に適用される基準   早期健全化基準 ４００．０％ 

（５） 資金不足比率 ・・・  － ％ 【H２３： － ％】

（H24 は資金不足を生じた会計がないため、比率なし） 

      公営企業会計ごとの資金不足額が、営業収益等の事業規模に対してどの程度の割

合があるかによって、公営企業会計の経営の健全性を表す指標。 

      平成２４年度決算においては、前年度と同様、公営企業会計全てにおいて資金不足

を生じていないため、資金不足比率はない。 

      ■本市に適用される基準   経営健全化基準 ２０．０％ 

健全化判断比率等が基準以上となると・・・ 

■早期健全化基準以上である場合 → 【自主的な改善努力による財政健全化】 

     ・財政健全化計画（公営企業会計においては、経営健全化計画）の策定の義務付け 

     ・実施状況を毎年度議会及び総務大臣に報告 

     ・財政運営に関して、総務大臣による勧告 

■財政再生基準以上である場合 → 【国の関与による確実な再生】 

     ・財政再生計画の策定及び計画に基づく予算編成の義務付け 

     ・財政再生計画の内容を総務大臣に協議し、 

       同意がない場合＝災害復旧等、一定の場合を除く地方債の起債を制限 

       同意がある場合＝収支不足額を振り替える地方債（再生振替特例債）が起債可能 

     ・財政運営に関して、総務大臣による勧告（予算の変更等を含む） 


